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北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す 
る規則をここに公布する。 

令和７年３月４日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第３号 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一 
部を改正する規則 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北 
九州市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 
 
               

 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 

改め、同表の備考の欄第４項中「駐車場、」を「駐車場及び」に改め、「及び

門司麦酒煉瓦館の駐車場」を削る。 
   付 則 
 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
 

門司港レトロ展望室 午前１０時から午後

１０時まで 
－ 

門司麦酒煉瓦館 午前９時から午後５

時まで（市民ギャラ

リーは午前９時から

午後１０時まで、駐

車場は午前０時から

午後１２時まで） 

１２月２９日から翌

年の１月３日までの

日 

門司港レトロ展望室 午前１０時から午後

１０時まで 
－ 

に  

を  

「  

「  

」  

」  
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北九州市告示第５９号  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 

  令和７年３月４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

くきのうみ薬局 北九州市若松区中川町８番６号 令 和 ７ 年 ３

月１日 

オーエス清水薬局 北九市小倉北区清水二丁目１１番

１４号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

Ｃｙｃｌｅ Ｐｈａｒ

ｍａｃｙ 

北九州市小倉南区城野四丁目４番

１号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

マッハスピード薬局 北九州市八幡東区春の町五丁目１

番５号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

 

２ 訪問看護（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

Ｉ訪問看護ｓｔａｔｉ

ｏｎ小倉 

北九州市小倉北区片野二丁目２１

番２９―４０１号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

北九州ヘルスケアサー

ビス八幡訪問看護ステ

ーション 

北九州市八幡東区中央二丁目２２

番１６号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 
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北九州市告示第６０号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。 

  令和７年３月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 病院（育成医療及び更生医療）の所在地の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日 

福岡県済生会八幡総合

病院 

旧 北九州市八幡東区春の町五丁

目９番２７号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

新 北九州市八幡西区則松２７５

番地 

 

２ 薬局（育成医療及び更生医療）の名称の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日 

旧 有限会社あそう薬

局 

北九州市小倉南区若園一丁目１７

番３４号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

新 ふくろう薬局若園

店 

旧 有限会社南小倉調

剤薬局 

北九州市小倉北区木町三丁目６番

１３号 

令 和 ７ 年 ３

月１日 

新 ふくろう薬局南小

倉駅前店 
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北九州市公告第１４２号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を実施し、地籍調

査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下「準則」という。）第３

０条第４項の規定に基づき筆界案を作成したので、次のとおり公告する。 

  令和７年３月４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 筆界案を作成した土地の所在及び地番 

  北九州市八幡西区本城東二丁目６２８番 

  北九州市八幡西区本城東三丁目６１１番１ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市整備局総務用地部総務課（地籍係） 

３ 筆界案を確認することができる者 

  当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

  北九州市 

５ 意見の申出 

  令和７年３月４日から同月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時から午後５時までの間、市長に対して意見を申し出ることができる

。 

  なお、この期間内に当該筆界案を確認することができる者から意見の申出

がないときは、準則第３０条第４項の規定により筆界の調査を行う。 
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北九州市公告第１４３号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を実施し、地籍調

査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下「準則」という。）第３

０条第５項の規定に基づき筆界案を作成したので、次のとおり公告する。 

  令和７年３月４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 筆界案を作成した土地の所在及び地番 

  北九州市小倉南区下吉田四丁目２０６２番１８７ 

  北九州市小倉南区下吉田四丁目２０６２番３０２ 

北九州市小倉南区下吉田四丁目２０６２番３６３ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市整備局総務用地部総務課（地籍係） 

３ 筆界案を確認することができる者 

  当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

  北九州市 

５ 意見の申出 

  令和７年３月４日から同月２４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時から午後５時までの間、市長に対して意見を申し出ることができる

。 

  なお、この期間内に当該筆界案を確認することができる者から意見の申出

がないときは、準則第３０条第５項の規定により筆界の調査を行う。 
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